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県営自動車駐車場交通誘導業務委託 

委託事業者募集要領 

 

1.目的 

 この要領は、「県営自動車駐車場交通誘導業務」を委託する事業者を選定するにあた

り、その募集手続き等必要な事項を定める。 

 

2.一般事項 

(1)委託業務名 

県営自動車駐車場交通誘導業務委託 

 

(2)事業目的 

 登大路自動車駐車場は、観光シーズンにおいて多数の観光客が利用することから、

混雑時には入庫待ち車両が国道等へはみ出し、周辺交通に支障を来すおそれがある。 

 特に、春季・秋季の観光シーズン、ゴールデンウィーク、なら燈花会、年末年始、

若草山焼き、修二会等の期間においては、年間を通じて継続的かつ質の高い警備体

制が求められる。 

 本業務は、これらの状況を踏まえ、登大路自動車駐車場における車両及び歩行者

の安全確保並びに周辺道路の円滑な交通の確保を目的として、適切な交通誘導業務

を実施するものである。 

 

 (3)委託内容 

「県営自動車駐車場交通誘導業務委託 仕様書」のとおり 

 

(4)委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

(5)委託料上限額 

８，２４４，５００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

(6)企画提案書提出について 

公募型により実施する。 

  参加者の企画力や具体的な事業実施に関する実行力等を「提案」を通して評価し、

受託業者を選定する。事業の実施にあたっては、発注者と協議の上、実施すること。 

 

(7)担当部署 

〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町５４３ 

    奈良県 産業部 観光局 
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    奈良公園事務所 管理課庶務管理係 

    TEL：0742-22-0375      FAX：0742-24-1706 

 

3.委託業務の内容 

別紙仕様書を参照。 

 

4.提案者の資格 

本件委託業務の受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当しない 

者であること。 

(2)国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(3)会社更生法(平成 14年法律第 154号)第１７条第１項又は第２項の規定による会社

更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第

30条第 1項又は第 2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。）をしていない

者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始

の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てを

なされなかった者とみなす。 

(4)平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成 11年法律第 225号）附則第２条に

よる廃止前の和議法（大正 11年法律第 72号）第１２条第１項の規定による和議開

始の申立てをしていない者であること。 

(5)平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づ

く再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者に

ついては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者と

みなす。 

(6)銀行の取引停止、又は差し押さえを受けていない者であること。 

(7)役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の

刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を

経過しない者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当

する団体）でないこと。 

(8)参加意向申出書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止

等措置要領による入札参加停止（以下「入札参加停止」という。）の措置を受けて

いない者であること。 

(9)物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成 7年奈良県告示第 425

号）による競争入札参加資格者のうち、営業種目Ｑ１（建物管理）小分類⑩警備・

受付等を主業種とし、警備部門の従業員数が２０名以上有する者として登録してい

ること。また、本店、支店、又は営業所等の所在地が奈良市内に登録されているこ

と。 

(10)警備業法（昭和 47年法律第 117号）第４条の規定による公安委員会の認定を受け
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ていること。 

(11)上記(9)の事業所において警備業法第２条第１項第２号の業務に係わる警備員指

導教育責任者を選任していること。 

(12)警備業法第２３条第５項において読み替えて準用する同法第２２条第４項第１号

及び第２号の警備員検定合格証明書の不交付事項に該当しない者かつ心身共に健康

で体力的に頑強で機敏な行動が可能な者を警備員として配置できること。 

(13)配置する警備員のうち１名は、交通誘導警備業務検定の２級以上の資格を有する

者を警備責任者として選任できること。 

(14)過去５年間（令和３年２月１日～令和８年１月３１日に履行完了していること）

に、同種同規模の駐車場警備業務に係る受注実績（元請けに限る）を有しているこ

と。同種同規模とは、駐車場（公営・民営は問わない。）で、駐車台数２００台以

上をいう。 

 

5．スケジュール 

項目 日程 

公募開始 令和 8年 2月 19日（木） 

公募内容等に関する質問締切 令和 8年 2月 27日（金）15時まで 

質問への回答 令和 8年 3月 3日（火）16時まで(予定) 

参加意向申出書の提出期限 令和 8年 3月 4日（水）17時まで 

企画提案書等の提出期限 令和 8年 3月 6日（金）17時まで 

選定結果の通知 書類審査後、速やかに 

 

6.資料の配布について 

公告、募集要領、仕様書等については、令和８年２月１９日（木）から３月６日（金）

午後５時までの間に、奈良県産業部観光局奈良公園事務所ホームページ

（https://www.pref.nara.jp/1713.htm)）に掲載する。 

 

7.質問及び回答 

(1)受付期間 

令和８年２月２７日（金）午後３時まで 

(2)質問方法 

質問書（様式６）に質問内容を記入し、事前連絡の上、ＦＡＸにて送付すること。

（電話連絡がなかったために、当方が受領を確認できなかった場合は、奈良公園事

務所は一切の責任を負わない。） 

(3)提出場所 

2.一般事項 (7)担当部署 に同じ 

(4)質問内容に対する回答 

  上記の受付期間内に受理した質問内容を全てまとめ、令和８年３月３日（火）午後

４時まで（予定）に回答を奈良公園事務所ホームページに掲載する。 
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8.参加意向申出書の提出 

(1)提出期間 

令和８年３月４日（水）午後５時まで 

(2)提出場所 

2.一般事項 (7)担当部署 に同じ。 

(3)提出書類 各１部 （Ａ４サイズ） 

ア 参加意向申出書（様式１） 

 ただし、参加意向申出書の提出後に参加意向申出書の記載事項に変更が生じ

た場合には、参加意向申出書を提出した者は、参加手続き期間内に参加意向申

出書記載事項変更届出書（様式１－２）を添えて、改めて参加意向申出書を提

出しなければならない。 

イ 参加資格調書（様式２） 

ウ 誓約書（様式３） 

(4)提出方法 

持参又は郵送によることとする。持参の場合は、事前に上記２.(7)に連絡のうえ、

来所すること。郵送による場合は、簡易書留等の確実な方法により、提出期限必着

とする。 

 

9.企画提案書の提出 

(1)提出期間 

令和８年３月６日（金）午後５時まで 

(2)提出場所 

2.一般事項 (7)担当部署 に同じ。 

(3)提出書類 

1)提案書（様式４） 

ただし、添付資料は様式自由、Ａ４用紙片面１０枚程度 ６部(原本１部、 

コピー５部) （文字は１０．５ポイント以上とする。） 

提案内容は次表「業務の提案事項」を踏まえて作成すること。 

なお、原本以外の提案書について、「参加会社名」は記載しないこと。 

 

業務の提案事項 

１．実施方針 

     

・業務目的、仕様を理解し、業務の目的を達成する上で  

有効な提案。 

２．実施計画 ・委託期間内に各業務の内容を達成できる計画。  

３．実施体制 

 

 

・本業務に合致し、充実した人員体制。 

・緊急時に対応した人員体制。 

・周辺駐車場等へのスムーズな誘導体制。 

４．安全対策 ・事故防止への適切な対策。 
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５．評価テーマ 

 

 

 

 

 

・登大路自動車駐車場の満車時における周辺道路渋滞時の対

応方法。 

・観光シーズンにおける、より良い登大路自動車駐車場の運

営方法。 

・接客トラブルを起こさないための、現状での取り組み方法。 

  

提案にあたり留意する事項は次のとおり。 

 <実施方針について> 

 ・業務目的及び仕様の内容をよく理解し、業務の目的を達成するうえで有効な 

内容を提案すること。 

  <実施計画について> 

 ・実施期間内に各業務の内容を偏りなく実行できる内容を提案すること。 

 <実施体制について> 

 ・実施体制が本業務に合致し、充実かつ多様な人員体制とすること。 

  責任者及びスタッフ名を明記し、各人の過去の業務実績、業務上の資格等を 

記載すること。 

 ・スタッフの人数、配置計画が適正であること。 

 ・病欠など当日の急な欠勤者が発生した時や県からの急な指示があった時の対 

応や連絡体制について提案すること。 

 ・駐車場が満車となった場合、他の駐車場へスムーズに誘導できる体制とする 

こと。 

 <安全対策について> 

 ・事故防止への対策について提案すること。 

 <評価テーマについて> 

  ・登大路自動車駐車場の満車時における周辺道路渋滞時における対応方法につ 

  いて提案をすること。 

 ・観光シーズンにおける、より良い登大路自動車駐車場の運営方法について提

案すること。 

 ・接客トラブルを起こさないための、現状での取り組み方法について提案する 

こと。 

 2) 業務実績（様式自由） 

  業務実績について具体的に記載すること。 

 3) 見積書（様式自由） １部 

  費用は契約の参考とする。 

 4) 概要書 １部 

  会社名、所在地、代表者、設立年月日、主な業務内容等の記載されたもの（リ 

ーフレット等）を提出すること。 

(4)提出方法 

持参又は郵送によることとする。持参の場合は、事前に上記２.(7)に連絡のうえ、 
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来所すること。郵送による場合は、簡易書留等の確実な方法により、提出期限必着 

とする。 

 

10.企画提案書の取り扱い 

(1)提案書等の著作権は提案者に帰属する。ただし、県は(2)のただし書きの場合におい

て、提案書等を無償で使用する権利を持つものとする。 

(2)提案書等は、本業務委託業者の特定以外に提案者に無断で使用しないものとする。

ただし、受託業者として特定を行うために必要な範囲において、又は、公開等の際に

複製を作成することがある。 

(3)提出された提案書等は返却しない。 

 

11.企画提案書の特定方法及び結果の発表について 

(1)提案書の特定方法 

  県が設置したプロポーザル技術審査委員会が評価を行う。 

(2)提案書を特定するための審査基準 

(1)の審査委員会は、提案事項に対し以下の視点をもって評価を行い、最も評価の高 

い一事業者を最優秀提案者として特定する。また、応募者が 1者のみの場合等につ 

いては、審査委員会において選定に足りうる提案か審査するものとする。ただし、 

総得点が一定基準（60 点）に満たない場合は、受託業者としない。また、提案上限 

額を超えている場合は事業者として選定しない。なお、審査は非公開とする。 

 

 

(3)審査結果について 

審査結果は、全提案者に通知する。 

計 １００点

業務実績及び信頼性
・業務実績が同種同規模の実績として妥当であるか。
・提案内容について、遂行能力に信頼性があるか。

１０点

１０点

安全対策

・接客トラブルを起こさないために、現在の社会や奈良公園の状況をふまえて、特に自
主的に提案する内容があるか。

ア

１０点

実施体制

１０点

１０点

ウ ・満車となった場合、他の駐車場へスムーズに誘導できる体制となっているか。 １０点

イ １０点

ア
・本業務に合致し、充実かつ多様な人員体制とするなどの提案がされているか。
・スタッフの人数、配置計画が適正であるか。

１０点

・緊急時に対応した人員体制となっているか。

実施計画 １０点・委託期間内に各業務の内容を偏りなく実行できる計画が提案されているか。

・事故リスクの具体的な想定とその防止への対策について、適切に提案がされているか。

提案事項 審査の視点 配点

実施方針 ・業務の目的、仕様を理解し、業務の目的を達成する上で有効な提案であるか。

イ

・登大路自動車駐車場満車時に発生する周辺道路の渋滞につき、その緩和や苦情防
止の対策が提案されているか。

観光目的の車で満車になりがちな時期に、県庁利用者用としての性格も勘案したより良
い駐車場運営について提案する内容があるか。

１０点

評価テーマ

ウ
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   11. (2)により特定された提案者に対して、県は特定通知書により通知するととも

に、特定されなかった提案者に対して、非特定通知書により通知する。 

  (4)非特定理由の説明申請 

   11. (2)の審査の結果、非特定通知書を受けた者は、その理由の説明を求めること

ができるものとする。説明を望む提案者は、非特定通知書の通知日から起算して５

日（閉庁日を除く。）以内に、県へ書面により提出しなければならない（必着）。 

   県は、この書面の提出があった場合は、非特定理由説明書により提案者に回答す

るものとする。 

 

12.契約の締結 

 審査の結果、特定された最優秀提案者を受託者とし、奈良県契約規則（昭和３９年５

月奈良県規則第１４号）に基づき業務委託契約を締結する。 

 契約額は、提案書を参考に、最優秀提案者との協議により業務実施仕様書を確定した

後に決定するものとし、契約に際しては、正式の見積書の提出を要する。 

 なお、この協議が不調に終わった場合には、原則、審査において次点となった参加者

を受託者として、同様の手続きを行うこととする。 

また、契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契

約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。 

 ア 役員等（個人にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人 

    である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託契約を締結する事務所の 

    代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団 

    又は暴力団員であるとき。 

   イ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

   ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき。 

   オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 

き。 

   カ 再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という以下同じ。）に当たり、 

    その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を 

    締結しているとき。 

   キ 本契約に係る再委託契約等にあたって、アからオのいずれかに該当する者をそ

の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において、奈良県が奈

良県との契約の相手方に対して当該契約等の解除を求め、契約の相手方がこれ

に従わないとき。 

ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかか 

わらず、遅滞なくその旨を県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 
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13.契約の不締結 

 最優秀提案者の特定後、契約締結までの間に、最優秀提案者について次のいずれかに

該当すると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

(1) 最優秀提案者の役員等（個人にあってはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託契約を締結する

事務所の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴

力団又は暴力団員であると認められるとき。 

(2) 最優秀提案者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 

 第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると  

  認められるとき。 

(3) 最優秀提案者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 

   を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 

   していると認められるとき。 

(4) 最優秀提案者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 

  に利用するなどしていると認められるとき。 

(5) 上記(2)～(4)に掲げる場合のほか、最優秀提案者の役員等が、暴力団又は暴力団員 

  と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

(6) 再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という以下同じ。）に当たり、そ 

   の相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した 

   と認められるとき。 

(7) この契約に係る再委託契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当す 

 る者をその相手方としていた場合（上記(6)に該当する場合を除く。）において、県が 

 当該契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 

 

 

14.契約の解除 

 契約締結後、契約者について 13の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由があると

認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を

受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかっ

たと認められるときは、契約を解除することがある。この場合は、契約者は損害賠償金

を納付しなければならない。 

 なお、13 の(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)中「最優秀提案者」とあるのは、「契約者」

と読み替えるものとする。 

 また、提案書等の提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合、契約者に重大な過失

がある場合、業務遂行の意思が認められない場合又は業務遂行能力がないと認められる

場合は、契約を解除し、委託先を変更することを妨げないものとする。 

 

15.留意事項 

(1)募集要領の承諾 
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   参加申込者は、参加意向申出書の提出をもって、本募集要領の記載内容を承諾し

たものとみなす。 

  (2)一括再委託の禁止について 

   特定された委託業者は、本業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせる

ことは出来ない。 

(3)提出書類の返却 

   提出されたすべての書類は返却しない。 

なお、これらの書類については、本業務以外の目的では使用しない。 

(4)提案書の追加、修正等 

   提出された提案書の差替、追加、及び削除は、理由の如何に関わらず一切認めな

い。 

(5)提案書にかかる費用負担 

   提案書の作成、提出等に要する費用は、各参加者の負担とする。 

(6)提案者の失格 

   参加意向申出書の提出後、契約締結までの手続き期間中に次のいずれかに該当す

ることが判明した場合は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。

また、該当する者が受託業者として特定されている場合は、次の順位の者と手続き

を行う。 

  ①「4.提案者の資格」に定めた資格が備わっていないとき。 

  ②複数の提案書を提出したとき。 

  ③提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、

その補正に応じないとき。 

  ④提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

  ⑤提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。 

  ⑥その他不正な行為があったとき。 

(7)入札参加停止措置の取扱い 

提出書類の提出後、契約締結までの手続期間中に参加者が入札参加停止措置の事

由に至った場合は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。また、

該当する者が受託業者として特定されている場合は、次の順位の者と手続きを行う。 

(8)提案の辞退 

  提出書類を提出した後に参加を辞退する場合は、速やかに「2 (7)担当部署」まで

連絡するとともに、書面にて辞退の届出をすること。 

(9)知的所有権の帰属 

  この委託業務の履行の過程で得られた資料、図表等の著作権その他の一切の知的

所有権は県に属するものとする。 

(10)募集及び契約の中止について 

    この事業の募集及び契約については、令和８年度予算の不成立等、県の都合によ

り中止することがある。この場合、県は損害賠償義務を負わないものとする。 

 (11)進捗状況の報告及び協議 

   委託業務の履行の際には、１ヶ月ごとに業務の進捗状況を奈良県へ報告し、業務
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上で県の判断が必要な場合は随時協議の上進めるものとする。 

(12)その他 

   その他の定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）そ

の他関係法令並びに奈良県が制定する関係条例その他規則等に従うものとする。 

 


